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大規模銀行合併とＴｏｏ北ｉｇイｏ－ｆａｉ１問題

高田太久吉

は　じ　め　に

　近年推進されている金融業の規制緩和は，独占禁止政策（反トラスト政策）の後退と相侯って ，

かつてない規模での業態や国境を越えた金融合併を促し，従来の水準を大きく上回る巨大で多角

化した金融機関（メガバンク）を生み出している
。

　このような大規模な銀行合併は，監督機関によって，グローバル化した国際金融市場で競争力

を発揮できる巨大で効率的な銀行組織を作り上げるために必要であるという理由で容認され，む

しろ積極的に推進されている 。しかし，巨大で多角化した銀行が，その他の銀行よりも健全かつ

効率的であるという保証はない。そして，これらの巨大銀行がいったん倒産の危機に瀕した場合

には，その規模の巨大さと業務の多様さのために，かえって深刻かつ広範な金融危機の引き金と

なる可能性が大きいであろう 。

　大規模銀行が破綻した場合に監督機関が金融システムの安定性を維持するために公的資金の注

入を含む支援策を実施し，あるいは，預金者と　般債権者を保護することは，アメリカでは
Ｔｏｏ－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１（大きすぎるために破綻させられない）原則と呼ばれてきた。後に述べるように，近

年のアメリカでは，Ｔｏぴｂｉｇ伽ｆａｉ１原則は，銀行経営者と預金者の双方におけるモラルハザード

の招来，この原則の対象となる大手銀行とそれ以外の銀行との間での競争上の不公平，預金保険

基金が負担しなければならない処理費用の膨張などの理由から ，厳しい批判の対象となってきた 。

その結果，１９９１年の法改正（ＦＤＩＣＩＡ）によって，Ｔｏｏムｇイｏ－ｆａ１１原則は基本的に禁止された
。

　これに対して，同様に金融業の規制緩和と大規模合併が急激に進行している日本では，相次ぐ

銀行倒産によって預金保険制度が実質的に破産し，不良債権処理を理由にすでに莫大な公的資金

が投入されているにもかかわらず，Ｔｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則をめぐる問題はそれほど大きな関心を呼

んでいないように見える 。最近の大規模合併は，資産規模が数十兆円にも達する巨大銀行を生み

出している 。これらの銀行が経営危機に陥 った場合に，どのような影響を金融システムに及ぼす

のか，これほど巨大な銀行の破綻をどのような方法で処理するのか，その場合，規制緩和論者の

強調するｒ自己貢任原則」は一体どのようにして確保されるのか，こうした問題はほとんど立ち

入って検討されていないのが現状である 。

　本稿では，こうした日本の現状を念頭において，現在進行中の大規模銀行合併とその結果成立

する巨大銀行（メガバンク）が，今後の金融システムと預金保険制度との関係でもたらす潜在的
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リスクについて，主としてアメリカでの議論と経験を参考にしながら検討してみたい 。

１． Ｔｏｏ－ｂｉｇ －ｔｏ－ｆａｉ１問題の所在

　Ｔｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則とは，一定規模以上の大きな銀行が破綻した場合に，金融システムや当該

地域経済に甚大な影響が及ぶのを回避するために，当該銀行を何らかの方法で救済するか，ある

いは銀行自体は救済しない場合にも ，預金者および債権者を保護する公的措置を実施すべき合理

的理由があるとする考え方である 。

　破綻した大規模銀行の預金者や債権者を保護するために何らかの公的措置が求められる理由と

して，以下のような根拠が挙げられている 。

　最大の根拠は，大規模な銀行の破綻は，当該銀行の預金者だけではなく ，当該銀行と取引関係

にある多くのコルレス銀行（決済関係や預金取引で結びついている銀行）や当該銀行から資金を借り

入れている取引先に流動性危機を引き起こし，結果として金融システムに広範で深刻な混乱をも

たらし，多大の社会的 コストを招来する可能性（システミック ・リスク）があるという懸念である 。

　第二は，今日の大規模化し，多角化した銀行が経営危機に陥った場合，発生する損失の規模や

金融システムに及ぼす影響を監督機関が短期間で正確に判断することが難しいことである 。この

ために，大規模銀行の経営危機が表面化した場合，とりあえず破産を回避するために銀行を救済

するしかないと考えられているのである 。

　第三は，経営危機に陥った大規模な銀行を，預金者と債権者に保証を与えないまま長期間にわ

たって破綻処理のための検査や手続きを実施することが困難だという事情である 。預金と債権が

保証されないかきり ，保険で保護されない預金者や債権者はできるだけすみやかに資金を引き出

し， 他の金融機関に移転することを考えるであろう 。このために，監督機関が当該銀行の営業の

存続可能性について最終的な判断を下すまえに，当該銀行の資金が払底し，結局破綻に追い込ま

れてしまうであろう（Ｍｏｙ・・ ＆Ｌ・ｍｙ
，１９９２）。

　他方，大規模銀行とその債権者を監督機関がこのような理由で救済 ・保護することに対しては ，

これまで，主として二つの批判が出されてきた 。

　第一は，このような救済を正当化する理由（連鎖倒産やシステミノク　リスクの回避）にはそもそ

も合理性がないとする見解である 。

　Ｋａｕｆｍａｎ（１９８９）は，預金保険制度と中央銀行（連邦準備銀行）の「最後の貸し手機能」が確立

されている今日の金融システムのもとでは，ｒ銀行の連鎖倒産」や流動性危機によるシステミッ

ク・ リスクが発生する可能性はほとんど存在しないと指摘している 。

　Ｋａｕｆｍａｎ によれは，銀行の経営危機が深刻化し，預金者が一時的に預金を引き出すことがあ

っても ，引き出された預金は遅かれ早かれ経営の健全ないずれかの銀行に環流してくる 。そして ，

そのような環流が遅延して一時的に流動性不足が生じる場合には，中央銀行が必要な流動性を供

給することによって危機の発生を防止することが可能である 。

　第二は，監督機関による銀行救済にはさまざまな好ましくない副作用があり ，これらの副作用
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を総合的に考慮に入れる場合には，Ｔｏｏ
北ｉｇ－ｔｏ－ｆ．ｉ１原則に代わる合理的な破綻処理方法を確立す

る必要があるという見解である 。

　多くの研究者（Ｍ．ｙ。。 ＆Ｌ．ｍｙ
，１９９２ ，Ｈ．ｔ。。１．１９９１ ，Ｏ’Ｈ

。。。 ＆Ｓｈ．ｗ
，１９９０）は ，Ｔｏｏ

－ｂ
１ｇ －ｔｏ－ｆ．１１原

則に付随する問題点を次のように指摘している
。

　１ ．預金保険制度が銀行の経営リスクを十分に反映しない場合には，預金者も経営者も大きな

　　リスクを取り入れることによって一種のｒ補助金」の受益者になることが期待できる 。この

　　ような「補助金」への期待から発生するモラルハザード（過大なリスクの取り入れとリスクの外

　　部化）は，Ｔｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則によっていっ そう促進される 。

　２ ．Ｔｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則は，全体としての銀行業の効率性を損なう可能性がある 。なぜなら ，

　　 この原則は，経営効率が悪く ，本来は市場から退場すべき銀行についても ，単に規模が大き

　　いという理由で救済する結果をもたらすからである 。

　３　Ｔｏｏ－ｂ
ｌｇ－ｔｏ－ｆａ１１原則は，銀行業における競争上の不公平の原因となる 。なぜなら ，この原

　　則のもとでは，たとえ取引先銀行が破綻しても大規模銀行の預金者は預金が全額保護される

　　のに，小規模銀行の預金者は預金保険の限度額までしか保証されないからである 。このよう

　　な不公平な条件のもとでは，同じ預金金利であれば，預金者は大規模な銀行に預金すること

　　を選択するであろう 。

　以上のように，Ｔｏｏ
・ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則は，一方で，大規模な銀行倒産が金融システムに及ぼす深

刻な影響を緩和するために，いわばやむを得ない措置としてその必要性が受け入れられてきた 。

他方では，その基本的目的の暖味さ ，銀行経営者と預金者の双方におけるモラルハザードの招来
，

銀行の資金運用における過大なリスク取り入れ，銀行問における競争上の不公平，などの点から

厳しい批判の対象とされてきたのである 。

　Ｔｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則をめぐる問題は，近年の銀行業における規制緩和と ，その結果進行してい

る急激な銀行集中によっ て， いっ そう重大になっている 。最近の銀行合併は，これまでの予想を

超える巨大で多角化した銀行組織を生み出している 。このいわゆるメカハンクの成止は，一方で

は監督機関がＴｏｏ
ム１

帥ｏ－ｆａ１１原則を廃棄することをますます困難にしており ，他方では，これら

の銀行が破綻した場合に，預金保険制度が負担しなければならない費用を予想困難な規模に膨張

させる危険性を生み出している 。このように，銀行監督機関が事実上Ｔｏｏ北ｉｇイｏ－ｆａｉ１原則によっ

て破綻処理の選択肢を制約され，その結果重大な潜在的リスクを抱え込まなければならないとす

れば，現在進行している銀行集中を公共政策的観点から評価する際にも ，こうしたＴｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ

－

ｆａｌ１問題の含意を十分考慮に入れることが必要であろう
。

２． アメリカにおけるＴｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則

　Ｔｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則のむ入

　１９３３年の銀行改革によって設立された連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は，その発足から１９５０年ま

で， 破綻銀行を処理する方法として二つの選択肢を与えられていた。第一は，破綻銀行を清算し ，

預金保険制度の定める手続きにしたがって保険限度額までの預金を払い戻すこと（Ｐ．ｙ。丘）であ
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る。 もう一つは，破綻した銀行を清算せず，他の銀行による買収をアレンジすることである 。実

際には，ＦＤＩＣが直裁にペイオフを実施することは比較的まれであり ，多くの場合，他の銀行に

よる買収によって営業の実質的な継続を図る方途を選んできた 。

　１９５０年の法改正（Ｆ．ｄ。。。１Ｄ．ｐ。。ｉｔ　Ｉｎ．ｕ。。ｎ。。 Ａ．ｔ．ｆ１９５０）によって ，ＦＤＩＣは，ペイオフを実施

しない場合に，オープン ・バンク ・アシスタンス（ＯＢＡ）という方法で銀行とその預金者を救済

することができるようになった（Ｓ。。ｔｉ．ｎ１３（・））。 具体的には，ＦＤＩＣ理事会が，経営危機に陥 っ

た銀行の営業を継続させることが当該地域にとって不可欠であると判断した場合には（ｒ不可欠性

原則」。。。。ｎｔ１．１１ｔｙ。。ｑｕ１。。ｍ．ｎｔ），当該銀行の閉鎖を回避するために融資，資産の購入その他の方法

で銀行を支援し，経営の再建を図ることができることになったのである 。さらに，ＦＤＩＣは，破

綻銀行を買収する銀行が存在する場合には，買収を容易にする目的で破綻銀行に財務的援助を提

供する権限を与えられた（Ｓ。。ｔｉ．ｎ１３（・））。

　ＦＤＩＣの資料（ＦＤＩＣ，１９９８）によれば，１９５０年～７０年の２０年問に倒産した銀行の総数は８２行を

数えた。しかし，この間，ＦＤＩＣはＯＢＡ方式をこれらの銀行のいずれに対しても適用しなか っ

た。

　１９７１年にボストンの小規模なコミュニティー銀行 ・ユニティー銀行が破綻したとき ，ＦＤＩＣは

初めてＯＢＡ方式を適用して同行を救済した。同行の資金規模はわずか１１４０万ドルであったが ，

黒人居住地域で営業しており ，経営者は黒人で，預金者の９０％が黒人であった。こうした事情か

ら， ＦＤＩＣは同行の閉鎖が他に銀行サービスを受ける機会に乏しい当該地域住民に与える影響を

重視し，救済を決定したのである（Ｓｐ。。ｇｕ。
，１９８６）。

　破綻銀行が本来の意味でのｒ不可欠性原則」ではなく ，ｒ規模（の大きさ）」を王たる理由とし

て救済された最初の例は，１９８０年のファースト ・ペンシルベニア銀行の救済であ った 。

　ファースト ・ペンシルベニア銀行は１７８２年に設立された全米でも最も古い銀行の一つで，最盛

期の１９７８年時点で総資産９１億ドル，フィラデルフィア市を中心に４０の支店を持つ，ペンシルベニ

ア州最大の銀行の一つであ った 。１９６０年代，７０年代と引き続いて急激な成長を遂げた同行は，無

理な規模の拡大政策と一般的な景況の悪化から収益が低下し，７０年代末には深刻な経営危機に直

面した。同行のように大規模な銀行を買収できる銀行は，州内（この当時州外の銀行による買収は

不可能であ った）では唯一メロン銀行だけであ った。しかし，両行の合併は反トラスト法（より正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
確には，司法省の合併ガイドライン）に抵触する恐れがあ った。このために，ＦＤＩＣは１９５０年預金保

険法に盛り込まれた「不可欠性原則」を準用して救済する方途を選択した。そして，連邦準備制

度理事会，通貨監督庁とも協議の上で，ファースト ・ペンシルベニア銀行に５億ドルの救済資金

を提供することを決定した。合わせて，将来の資金流出に備えるために，連邦準備銀行は１Ｏ億ド

ルのクレジットライン（融資枠）を同行に供与することを決定した（ＦＤＩＣ，１９９８）。

　ファースト ・ペンシルベニア銀行の救済によって，１９５０年預金保険法の「不可欠性原則」が ，

特定地域にとって不可欠な銀行だけではなく ，他に代替的な銀行が存在している場合にも ，その

規模が大きく ，その閉鎖が地域経済，ひいては金融システムに重大な影響を及ぼす恐れがある場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
合には適用されることが明らかになった。しかし，実際には，１９８４年になるまで，ＦＤＩＣが「不

可欠性原則」のこのような解釈にもとづいて銀行を救済する必要に迫られたことはなか った 。

１９８１～８３年の期問に，ＦＤＩＣは合計で１４件の銀行破綻にＯＢＡ方式を適用した。しかし，これら
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の銀行はいずれも比較的小規模な地域銀行であり ，ｒ規模の大きさ」が救済理由とされることは

なかったのである 。

　コンチネンタル ・イリノイ銀行の救済

　１９８４年のコンチネンタル ・イリノイ銀行の救済は，ＦＤＩＣが担当した破綻処理の中でも ，破綻

銀行の規模の大きさと預金保険基金の負担額の巨大さという点で，前例のないものであった 。

　コンチネンタル ・イリノイ銀行は１９８１年には総資産額４７０億ドルで，全米６位にランキングさ

れる最大規模の銀行の一つであった。同行は積極的な拡大政策をとり ，全米でもっとも優良な銀

行の一つと見なされていたが，１９８２年に発生したペン ・スクェア銀行（オクラホマ州）の破綻を

契機に深刻な財務危機が表面化した。同行は，資金運用先を州外で拡大するためにペン ・スクウ

ェア銀行から巨額の債権を購入していたが（ローン ・パーティシペーション），後者の破綻によって

これらが一挙に不良債権化したのである 。同行の格付けが引き下げられ，株価は短期問のうちに

６０％以上も下落し，不良債権額は１９８４年の第一四半期には２３億ドルに達した。これらの不良債権

の大半はエネルギー関連融資であった 。

　コンチネンタル ・イリノイ銀行の立場を難しくしたのは，同行が国内の通常預金ではなく ，も

っぱら海外を含む銀行問預金に資金の大半を依存していたことであ った。破綻後の調査によれば ，

同行の預金の中で預金保険の対象となるのはわずかに３０億ドルであり ，他の３００億ドル以上が保

険対象外の預金であった。総数で２０００行をこえる銀行からのコルレス預金が同行の主たる資金源

であり ，これらの銀行の中には多くの外国銀行が含まれていた。また，同行に預金している小規

模銀行の中には，自己資本の５０％以上相当額を預金している銀行が１７９行含まれていた
。

　コンチネンタル ・イリノイ銀行の経営危機がさまざまなメディアを通じて表面化すると同時に
，

海外の銀行を始めとするコルレス銀行による預金引き出し（一般預金者が一斉に窓口から預金を引き

出す通常の「取り付け」と区別して，「静かな取り付け（。１１．ｎｔ．ｕｎ）」と呼ぱれる）が激化した。連邦準

備銀行は巨額の緊急融資を行ったが，同行からの資金の流出は止まなかった。経営陣による再建

が困難と判断したＦＤＩＣは，当初シティーコープ，ケミカル銀行，ファーストシカゴ銀行など

他の大手マネーセンター銀行による買収を検討した。しかし，コンチネンタル ・イリノイ銀行の

規模が大きすぎるために，これらの銀行による買収案は実現しなかった。通貨監督庁および連邦

準備制度理事会との協議を経て，１９８４年５月 ，ＦＤＩＣは以下の緊急救済計画を公表した 。

　１ ．ＦＤＩＣは，保険対象外の預金者を含む全預金者および預金者以外の一般債権者の全債権に

　　関して，今後の清算活動の過程でいかなる支障も生じさせないことを保証する
。

　２ ．大手民問銀行７行は劣後ノート（中期債）の購入という方法で合計２０億ドルの資金援助を

　　行う 。これに加えて，ＦＤＩＣは１５億ドルの劣後債を購入する 。これらの支援と引き替えに ，

　　 コンチネンタル銀行（救済後の新銀行）は経営陣を交代させ，銀行管理に関して融資銀行団と

　　ＦＤＩＣが求める制約条件を受け入れる 。

　３　 モルカン ・ギャランティー銀行（ニューヨーク）を幹事とする２４行の大手銀行は，総額５５

　　億ドルのクレジ ット ・ラインをコンチネンタル銀行のために設定する 。このクレジット ・ラ

　　インは最終的な解決が実現するまでの期問，担保無しの条件で提供される 。

　コンチネンタル ・イリノイ銀行に適用されたＯＢＡ方式は，多くの点で先のファースト ・ペン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７２６）
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シルベニア銀行に適用された方式と共通であった。しかし，両社の処理方法には二つの大きな相　　　
’

違があった 。

　第一に，ファースト ・ペンシルベニア銀行の救済に際して，ＦＤＩＣは直接不良資産の購入を行

わず，すべての資産を銀行に残したまま救済した。これに対して，コンチネンタル ・イリノイ銀

行の場合には，すでに述べたようにＦＤＩＣは巨額の不良資産を自ら買い取り ，これによって生

じる損失を負担することになった 。

　第二に，この結果，ＦＤＩＣがファースト ・ペンシルベニア銀行の救済のために負担した費用は

当初１年間に免除した融資金利だけであったのに対して，コンチネンタル ・イリノイ銀行のケー

スでは，上述の損失を中心に，総額１１億ドルという前例のない金額に達した。ただし，この損失

額はコンチネンタル ・イリノイ銀行の総資産の３ ．２８％であり ，大規模な救済計画による負担とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
ては比較的軽微にとどまったという評価もなされている（詳細はＦＤＩＣ，１９９８

，ｐ
．５６０を参照）。

　バンク ・オブ ・ニューイングランドの破綻処理

　バンク ・オブ ・ニューイングランド（ＢＮＥ）は，ボストンを拠点とするニューイングランド地

方最大の銀行の一つで，全盛期の１９８９年には，約３００億トルの総資産を持ち ，全米で上位１５位に

ランキングされる有力地方銀行であった。ＢＮＥは，１９８０年代後半期に，ニューイングランド地

方の経済的活況を追い風として急速な合併戦略を展開して規模を拡大した。しかし ，１９９０年に入

ってこの地域の不動産価格が下落を始めると ，不動産関係を中心に膨らんでいた同行の融資の大

きな部分が不良債権化した。１９９０年末に同行の経営陣は巨額の損失を公表するとともに，債権者

との協議を通じて再建策を検討したが実行可能な成案は得られなか った 。

　ＢＮＥの閉鎖の影響を最小限度に抑えるために，ＦＤＩＣは，他の監督機関との協議を経て，同

行の全預金者を保護しながら資産負債継承方式（Ｐ＆Ａ）によっ て処理することを決定した。この

ＢＮＥの破綻処理には，従来の処理と異なるつきのような新しい要因が含まれていた 。

　すなわち，通貨監督庁がＢＮＥの破産を宣告したのを受けて同行の管財人に任命されたＦＤＩＣ

は， １９８９年の預金保険制度改革法が付与した新しい権限（クロスギャランティー条項）にもとづい

て， ＢＮＥの銀行子会社のなかで営業を継続していたメーン ・ナショ ナル銀行に対して，破産処

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
理に必要な費用のうち１０億トル相当分を拠出するように請求した。しかし，メーン ・ナショ ナル

銀行はこの拠出金を負担することを拒否しために，通貨監督庁は同行に対しても破産を宣告した 。

これらの措置と並行して，ＦＤＩＣは，ＢＮＥの売却先が決定するまでの経過措置として，同行の

営業を継続するための三つのフリソジハンクを新たに設立した。連邦準備銀行はこれらのフリノ

ジバンクに対して必要な流動性を供給することを約束した 。

　ＦＤＩＣは，バンク ・オブ ・ニューイングランドのすべての預金者の預金を保護することを約束

したが，その他の債権者に関しては，新しいブリッジバンクがこれらの債権者に対する債務を引

き継がないこと ，これらの債権者は管財人であるＦＤＩＣとともに，倒産したＢＮＥの財産に対し

て比例配分の方法で請求権が認められることを明らかにした。その後，１９９１年４月 ，三つのブリ

ソジハンクは，ロートアイラントを拠点とする大手銀行組織 ・フリート ・ノースター・ フィナン

シャル ・グループに売却された（ＦＤＩＣ，１９９８）。

（７２７）
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３． 預金保険制度改革とＴｏ〇
七ｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則の排除

　１９８０年代後半期に発生した蓄積貸付組合（Ｓ＆Ｌ）の危機は，アメリカの預金保険制度が内包す

る問題（経営リスクを反映しない一律預金保険料率が引き起こすモラルハザード）を浮き彫りにした 。

さらに，この時期に相次いで破綻したテキサス州の大手銀行や１９９１年に破綻したバンク ・オブ ・

ニューイングランドなどの処理に際して全預金者が保護されたことは，かねてより ，Ｔｏひｂｉｇ切 一

ｆａｉ１原則の見直しを求めていた人々から厳しい批判を招くと同時に，この原則を除去するための

さまさまな改革案が提案された 。

　これらのなかで，Ｔｏｏ
－ｂ

１ｇイｏ・ｆａ１１原則の廃止をもっとも積極的に主張したのは，Ｓｈａｄｏｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）Ｆｍａｎｃ１ａｌ　Ｒｅｇｕ１ａｔｏｒｙ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ（ＳＦＲＣ）に属する金融専門家クループであ った。かれらは ，（１）

市場規律と矛盾するＴｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則によって監督機関が銀行と預金者を救済することを禁止

する ，（２）預金保険制度が市場リスクを含めて銀行経営のリスクをより弾力的に反映できるように

新しいリスク評価基準を導入する ，（３）預金保険制度のリスクを軽減し，銀行破綻による損失を最

小限度に抑えるために，自己資本比率を基準とする早期是正措置を導入する ，などを柱とする改

革案を提案した 。

　このような提案を受けて１９９１年に成立した連邦預金保険公社改善法（Ｆ．ｄ。。。ｌ　Ｄ．ｐ。。１ｔ　Ｉｎ．ｕ。。ｎ。。

Ｃ。。ｐｏ。。ｔ１．ｎ　Ｉｍｐ．ｏｖ．ｍ．ｎｔ　Ａ．ｔ．ｆ１９９１ＦＤＩＣＩＡ）では，破綻銀行の処理に関して，ＦＤＩＣは選択可

能な処理方法の中で負担が最も少ない方法を選択しなければならないこと（最小費用原則）が明

記された。そして，１９８０年代に発生したような深刻な銀行危機の再発を防止するために，自己資

本比率を基準にして銀行組織の健全性を監視し，自己資本比率が定められた水準を下回 った場合

には，監督機関が当該銀行組織に対して業務の改善，自己資本の充足，さらには業務の停止など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
を命じる早期是正措置の権限が与えられた 。

　上記の「最小費用原則」は，立法の趣旨に照らして，従来のＴｏｏ｝９切一ｆａ１１原則を基本的に禁

止する条項として理解された。ただし，破綻銀行の閉鎖が経済状態と金融の安定性に重大な影響

を及ぼすと判断される場合には，そうした影響を回避あるいは軽減するために，「ＦＤＩＣ理事会

における３分の２以上の賛成」，およびｒ連邦準備制度理事会における３分の２以上の賛成」を

条件とし，財務長官の承認を得て「最小費用原則」とは異なる破綻処理（救済）を実施できると

いう例外的取扱の余地が残された。この場合，財務長官はＦＤＩＣの救済策を承認するにあたっ

て大統領と協議することが求められた。さらに，実施された救済策についてはその妥当性につい

て会計監査院のレビューが義務付けられた 。

　さらに，連邦準備銀行が経営危機に陥った銀行に対して「最後の貸し手」として行う緊急融資

についても制約が加えられた。自己資本比率が「未達」の銀行に対する融資の期間が６０日以内に

制限された。さらに，自己資本比率が「危機的に未達」と判定された銀行に対しては連邦準備銀

行は５日以内に融資の返済を請求しなけれはならないこと ，もしも連邦準備銀行がこの措置を講

じなかった場合にはＦＤＩＣが負担した損失に責任を負う旨が定められた 。

　ＦＤＩＣＩＡにはまた，システミック ・リスクの防止に関して，以下のような改革が盛り込まれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７２８）
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た。

　１　早期是正措置と関連して，監督機関に従来の自己資本比率規制の運用原則を見直し，金利

　　（市場）リスクや非伝統的業務に関わるリスクを反映する新しいリスク評価基準の策定を求

　　めた 。

　２　システミソク ・リスクの発生基盤として専門家が重視している銀行問信用に関して，連邦

　　準備制度理事会に対し，銀行間信用に制限を設けるための基準を設定することを求めた 。

　　（これを受けて，同理事会は，少なくとも自己資本比率で「適正に達成」の評価を受けていないコルレ

　　 ス先銀行に対しては，自己資本の２５％を超えてリスクのある債権（エクスポージャー）を保有してはな

　　らないという運用規則を設定した 。）

　３ ．コルレス銀行を含む債権者の流動性問題に対応し，流動性危機の連鎖による倒産の拡大を

　　緩和するために，ＦＤＩＣはこれらの債権の一定割合について緊急の支払をする権限が与えら

　　れた 。

　４ ．銀行問決済の中で当日決済のためにネ ッティング（受取りと支払いの集計）された残高につ

　　いては，当該銀行の一方が閉鎖された場合にも有効性を保証されることが明記された 。

　ＦＤＩＣＩＡの成立を契機として，アメリカの銀行の自己資本比率は全体としてかなり顕著な改

善を示した。ＦＤＩＣＩＡの基準で「充実」と評価される銀行が全銀行にしめる割合は，１９９１年の

９０ ．７％から ，１９９３年には９８ ．１％に上昇した。逆に，「適正」と評価される銀行の割合は，同じ期

間に６２％から１５％へ，また，「未達（危機的未達を含む）」銀行の割合は，３１％から０５％に低下

した（Ｂｅｎｓｔｏｎ ＆Ｋａｕｆｍａｎ，１９９８，ｐ１１）。

　また，破綻銀行の処理に際して預金保険対象外の預金が保護される割合は，１９９２年以降激減し

た。１９８８年 ～９１年の各年について見ると ，破綻銀行の８３～８８％で預金対象外預金が保護された 。

これに対して，１９９２年以降では，破綻銀行の５０％以上で預金保険対象外預金は保護されなかった 。

４． 大規模銀行合併とＴｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１問題

　ＦＤＩＣＩＡ成立以降のアメリカでは，前述のコンチネンタル ・イリノイ銀行やバンク ・オブ ・

ニューイングランドに匹敵する大規模銀行の破綻はこれまでのところ発生していない。したがっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）て， ＦＤＩＣが同法の例外条項を適用して破綻銀行を救済したケースはない 。

　こうした実績は，同法の成立を推進してきたＳＦＲＣに代表される専門家の問で，１９９１年改革

の顕著な成果として高く評価されている 。Ｂｅｎ・ｔｏｎ ＆Ｋａｕｆｍａｎ（１９９７）は ，同法成立後の５年問

について，銀行経営の健全性の急速な回復，破綻銀行数の激減，破綻銀行処理に際して保険対象

外預金が保護される割合の著しい低下，とりわけ大手マネーセンター銀行の自己資本比率の上昇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
などの諸点を挙げて，同法がおおむね所期の目的を達成したと評価している 。

　ＳＦＲＣグループを中心とするこのような評価とは裏腹に，他の専門家は，ＦＤＩＣＩＡがＴｏｏ －

ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則禁止の例外条項を残しており ，今後も大規模な銀行が破綻した場合には，監督機

関が銀行を救済する可能性が高いことに懸念を表明している 。

　カンザスシテイー連銀総裁のＨｏｅｎｉｇ（１９９９）は，近年の大規模銀行の合併によって成立して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７２９）
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いる巨大銀行は，その規模が大きすぎるために，ＦＤＩＣＩＡの禁止条項にもかかわらず，Ｔｏｏ－ｂｉｇ
－

ｔｏ－ｆａｉ１原則によって救済される可能性が高いことに注意を喚起している 。

　さらに，かれによれば，現行の合併ガイドラインは合併が地域市場におよぼす影響に焦点を当

てているために，現在進行している全国的規模での巨大銀行合併への適用性を欠いている 。この

ために，実際には合併による経営改善が期待できないにもかかわらず，Ｔｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則が提

供する「補助金」を得るために大規模銀行同士の合併が推進される可能性がある 。かれは，こう

した合併は預金保険制度にとって潜在的リスクを増大させるものであり ，そのリスクは，現在の

大規模銀行が銀行業だけではなく投資銀行業や保険業を含む幅広い分野に積極的に算入している

状況を念頭におくとさらに重大であると指摘している 。

　かくして，Ｈｏｅｎｉｇは，現在の銀行監督機関が，大規模銀行の破綻に際してＴｏｏ
－ｂｉｇイｏ－ｆａｉ１原

則を完全には排除できないという則提のもとで，どのようにして市場規律の有効性を維持し，か

つ， 破綻処理における公平性を確保することができるのかという困難な課題に直面していると指

摘している 。

　同様に，Ｆｅ１ｄｍａｎ ＆Ｒｏ１ｍｃｋ（１９９８）は，近年の大規模銀行合併の結果，Ｔｏｏ
－ｂ

ｌｇ－ｔｏ－ｆａ１１原則

の対象となる金融機関の数はかつてよりも大幅に増加している可能性があると指摘している 。コ

ンチネンタル ・イリノイ銀行の救済に際して，当時の通貨監督官は，全米で上位１１位の大規模銀

行は破綻させられないという見解を議会証言のなかで明らかにした。これらの銀行の中で資産規

模が最小であったのはウェルズ ・ファーゴ（カリフォルニア州）であり ，その資産規模は当時２３８

億ドル（１９９７年のドル価値換算では３８２億ドル）であ った。この資産規模の基準（１９９７年ドル換算）を

機械的に適用すると ，１９９７年末現在では，Ｔｏｏ北１ｇ伽一ｆａ１１原則が適用される可能性のある銀行の

数は２１行に増加している 。

　これらの大規模銀行に関して念頭に置くべき問題は，これらの銀行が保険対象外預金を大量に

受け入れているということである 。Ｆｅ１ｄｍａｎ ＆Ｒｏ１ｎ１ｃｋによれば，これら２１行が受け入れてい

る保険外預金は，全銀行の保険外預金総額の３８％を占めている 。このように大きな割合の保険外

預金が少数の大規模銀行に集中していることは，これらの銀行が破綻した場合，預金者（その多

くは銀行その他の機関投資家である）に莫大な損失が及ぶ可能性を含んでいる 。

　さらに，近年における大規模銀行合併がアメリカの預金保険制度にもたらしている潜在的危険

性について，ＦＤＩＣの調査フタソフによる最近の研究（Ｏ．ｈｍ．ｋｙ１９９９
一。 ，１９９９－ｂ）は次のような注

目すべき情報を提供している 。

　Ｏｓｈｍｓｋｙによれば，近年の活発な銀行合併によって，アメリカの銀行業における上位集中度

が急激に上昇している 。資産額上位２５社の資産が全銀行資産に占める割合は，１９７７～８６年の期間

に３８ ．２％から２７ ．９％に低下した。これは，この時期に上位２５社以下の規模の有力地方銀行による

合併が活発化したためであった。しかし，１９８０年代に進行した合併ガイドラインの緩和，および

州際合併を制限していた地理的規制の緩和によって，１９８０年代後半期には大手銀行による合併や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
買収が活発化し，上位２５社の集中度が従来の下降傾向から逆転して上昇傾向に転じた。この傾向

は， １９９０年代に入るとさらに著しく加速され，上位２５社の集中度は１９９０年の３１ ．８％から１９９８年に

は５３ ．９％へと２２パーセント ・ポイントも上昇した。この結果，保険対象預金についても ，上位２５

社が預金総額の４５ ．２％（１９９８年）を占めるようになっている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７３０）
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　このような少数上位銀行への資産と預金の集中は，これらの銀行のいずれかが倒産した場合に ，

金融市場と預金保険制度にきわめて大きな影響を及ぼす危険性を高めている 。

　Ｏｓｈｍｓｋｙは，ｒこれらのメカハンクは規模が巨大なために，監督機関はその一つが破綻した場

合， おそらく〔ＦＤＩＣＩＡの〕例外条項を適用することを考えるであろう」（１９９９一 。， ｐ． ９）と述べ

ている 。その場合，ＦＤＩＣは処理に要した費用を銀行業界に転嫁するために，資産額に比例して

査定された一時拠出金（・ｐ・・１・１・・・…ｍ・ｎｔ）の支払いを各銀行に求めることができる 。しかし ，

これができるのは清算作業が完了した後であるから ，少なくともそれまでの期間，ＦＤＩＣは大き

な清算費用を負担しなければならないであろう 。

　Ｏｓｈｍｓｋｙは，ＦＤＩＣ発足（１９３４年）から１９９８年まで過去６４年間の銀行倒産，損失額，ＦＤＩＣの

処理費用などの歴史データにもとづいて作成した独自のモデルを利用して，これらのメガバンク

の破綻が預金保険基金（ＢＩＦ）に及ぼす影響を試算している 。かれは，近年の急激な銀行集中に

よって上位銀行の規模が巨大化したために，これらメガバンクのいずれか１社が破綻した場合に

預金保険基金が支払不能に陥る危険性が高まっている点について，つぎのように指摘している 。

　ｒこの結果はつぎのことを示唆している 。つまり ，預金保険基金にとってのリスクが上位２５社

　の銀行組織の健全性と不可分になっているということである 。もしも上位１０社のうちのいずれ

　か１社が破綻した場合，預金保険基金が支払い不能となる確率は！２ ．５％である 。」（１９９９
一・，Ｐ

　１７）

以上のように，事情に通じた多くの専門家が，最近の大規模銀行合併を通じて成立しているメガ

バンクが預金保険制度にもたらしている潜在的リスクに重大な関心を向けている 。しかしながら ，

これらのメガバンクが内包する潜在的リスクを検討する場合，単にその規模の巨大さに着目する

だけでは十分ではない。これらの潜在的リスクを全体的に評価するためには，さらに以下の要因

を念頭におくことが必要である 。

　第一は，一般に大規模な銀行は小規模な銀行に比較して資金調達に占める預金の割合が小さく ，

しかも ，預金のなかで預金保険の対象となる国内預金の割合が小さいということである 。アメリ

カの上位１０社の総資産に対する預金の割合は４７ ．７％であり ，このうち，国内預金は２７ ．５％となっ

ている（１９９８年）。 これに対して，上位１０社を除いた上位１１～１００社の同じ割合は，それぞれ

５１ ．５％および４３ ．４％となっている 。これらの数値は，１０１位以下の小規模銀行ではさらに６２ ．５％

及び６１ ．１％へと上昇する（〃６舳Ｚ　Ｒ鮒舳肋〃・¢払Ｊｍ・１９９９）。 つまり ，小規模銀行では資金の

大きな割合を国内預金に依存しているのに対して，メガバンクと呼ばれる上位銀行においては ，

総資産に対して保険対象となる国内預金の割合がきわめて小さいことが特徴的である 。

　このような預金構成の特長は，メガバンクが倒産した場合，最小費用原則にもとづいて破綻銀

行を清算し，預金の払い戻しをする場合には，預金保険基金の負担が銀行の資産規模に比較して

小さいことを意味している 。しかし，もしもメガバンクが救済される場合には，上記のような預

金構成は，預金保険基金にとってむしろネ ットでの処理費用を増大させる要因となるであろう 。

なぜなら ，その場合には，預金保険基金は預金保険料の算出べ一スに入っていない巨額の預金を

保護しなければならないからである 。

　第二の要因は，膨大なオフバランス勘定に含まれるリスクである 。

　周知のように，マネーセンター銀行と呼はれるアメリカの大手銀行では，ハランスシートに計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７３１）
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上されている総資産の２０倍から４０倍にも達する莫大なオフバランスシート取引（主としてデリバテ

ィブ取引）を行っている 。しかも ，これらのデリバティブ取引の圧倒的多くは，先物取引所など

を通さないで銀行が顧客との間で結んだ店頭デリバティブ（ＯＴＣ）である 。マネーセンター銀行

が破綻した場合には，これらのデリバティブ取引は，莫大な証券の売却による証券価格の暴落 ，

これらの銀行の取引先がヘッジング ・ポジションを失うことから発生するリスクの増大など，金

融市場に甚大な影響を及ぼすことが予想される 。しかし，デリバティブ取引に関する現在の情報

開示の水準では，こうした影響とリスクを監督機関や第三者が事前に正確に予測することは困難

である 。

　このような莫大なデリバティブ取引は，大手銀行の破綻に際してＦＤＩＣが最小費用原則を適

用することをいっ そう困難にする要因となっ ている 。なぜなら ，これらのデリバティブ取引は ，

その金額が膨大であると同時に取引スキームがきわめて複雑であり ，原資産の取引がリスクの異

なるさまさまな取引に分解 ・再構成され，その強制的な解消にともなって発生する損失を短時間

で正確に見積もることが困難と思われるからである 。とくに，少数メガバンクが独占的に提供す

る大口のデリバティブ取引の主たる取引先は銀行，機関投資家など金融機関であり ，デリバティ

ブ市場の混乱がこれらの金融機関に及ぼす影響を緩和するための救済措置を監督機関が実施しな

い場合には，広範な金融市場に深刻な流動性危機とシステミック ・リスクを引き起こす危険性を
　　　　　　　　　　１０）
はらんでいるからである 。

ま　　と　　め

　大規模銀行の預金者に，小規模銀行の預金者には提供されない保護を監督機関が提供する

Ｔｏｏ－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則は，大規模銀行の倒産が金融システムと地域経済に及ぼす深刻な影響を緩和

するために必要であると考えられてきた。他方では，この原則は，銀行経営者と預金者にモラル

ハザートを引き起こし，市場規律の効果を減殺するだけではなく ，金融機関の間に競争上の不公

平を招来し，結果的に，預金保険制度に大きな潜在的リスクをもたらすとして批判されてきた 。

　アメリカでは，１９８０年代後半期に発生した金融危機，とりわけ大量のＳ＆Ｌｓの破綻や銀行倒

産， その結果としての預金保険制度の破産を契機に，Ｔｏｏ北１ｇイｏ－ｆａ１１原則を基本的に禁止する法

改正（ＦＤＩＣＩＡ）が行われた。これによって，ＦＤＩＣは，例外的な場合を除いて，破綻銀行の処理

にあたっては可能な選択肢の中から最も費用の少ない方法を採用することを義務付けられた 。

　上記の法改正以降，アメリカではＴｏｏ
－ｂ

１ｇイｏ－ｆａ１１原則による救済が必要な大規模な銀行倒産は

発生していない。しかし，近年深刻な金融危機を経験した北欧，ラテンアメリカ ，フランス ，日

本， さらには東アジア諸国などでは，公的資金の投入，あるいは破綻銀行の国有化などさまざま

な方法による銀行救済が行われている 。こうした事実は，「市場規律による自己責任原則」につ

いての規制緩和論の楽観的主張にもかかわらず，監督機関がＴｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則に依存しないで

金融危機に対処することがどれほど困難であるかを経験的に裏付けているといえるであろう 。

　専門家の評価によれば，Ｔｏｏ－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則が預金保険制度に及ぼす潜在的リスクは ，１９９０年

代に加速度的に進行している銀行集中によっていっ そう重大なものになっ ている 。最近の大型銀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７３２）
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行合併は，かつての常識をこえる大規模で多角化した巨大金融組織（メガバンク）を生み出して

おり ，この結果Ｔｏｏ
－ｂｉｇ

－ｔｏ－ｆａｉ１原則が適用される可能性のある銀行の数は増加している
。

　しかも ，これらのメガバンクの場合，伝統的な銀行業だけではなく ，投資銀行業や保険業など

幅広い分野に積極的に参入している 。また，その預金構成においては，保険対象外の国外預金や

大口預金に依存する割合が高く ，資産規模に比べて支払い保険料が相対的に割安になっている 。

さらに，資産規模の何十倍にも達する簿外での莫大なデリバティブ取引にともなうリスクなどを

考慮にいれると ，それらのメガバンクが預金保険制度にもたらす潜在的リスクは，その規模が示

す以上に大きいと考えられるのである 。

　１９９０年代に観察された多くの国の経験は，いずれの国の監督機関もＴｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則から解

放されていないということである 。むしろ ，従来の想定を超える巨大銀行の成立によって，各国

の預金保険制度はこれらの巨大銀行の運命とますます緊密に結びつけられるようになっている 。

こうして，現在の大規模銀行合併は，監督機関が破綻処理に際して公平性を維持することを困難

にしているだけではなく ，単一の銀行破綻が預金保険制度自体の破綻の引き金となる危険性を高

めているのである 。

　ひるがえって，現在の日本では，多数の大手銀行を救済あるいは整理するために，空前の規模

の公的資金が投入されている 。そして，規模を問わずあらゆる銀行，地域金融機関の破綻処理に

おいて，預金限度額とはかかわりなく預金者と債権者が保護されている 。さらに，政府と監督機

関は，２００１年３月末までペイオフを実施せず，すべての預金を保護することを言明している 。

　言い換えると ，現在の日本ほど預金保険制度の矛盾とＴｏｏ
－ｂｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１問題が深刻な形で発現し

ている国は少ないとさえ言える状況となっているのである 。こうした日本の現状に照らしても ，

大規模銀行の成止がもたらす潜在的リスクを実証的に明らかにし，大規模銀行の破綻が預金保険

制度と国民に甚大で不公平な負担を及ぼさないための有効な手だてを検討することは，とりわけ

重要な課題になっ ていると思われるのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

１）アメリカ連邦政府司法省は，企業合併にクレイトン法を適用する際の違法性認定基準を明確にする

　ために，１９６８年に初めて合併ガイドラインを公表した。この中で司法省は，集中度評価のべ一スにな

　る「関連市場」を定義したうえで，水平的合併，垂直的合併，および混合（コングロマリット）的合

　併の三つの類型についてそれぞれ規制基準を明らかにした。なお，この合併ガイドラインはその後

　１９８２年および８４年に規制緩和の方向で改定された。アメリカの反トラスト法と銀行合併の関連につい

　ては，高田（１９９７）を参照されたい
。

２）その後，ＦＤＩＣが連邦預金保険法（Ｓｅｃｔｉｏｎ１３（・））の「不可欠性原則」を ，法律の条文に明記され

　た「地域」にとっての不可欠性を理由とするのではなく ，「規模」を理由に適用できるか否かに関し

　て訴訟が起こされたが，裁判所はＦＤＩＣの救済を適法とする判断を示した（Ｓｐｒａｇｕｅ，１９８６）。

３）！９８４年９月１９日に開かれた下院銀行委員会の公聴会で，通貨監督庁のコノバー長官（当時）は，コ

　ンチネンタル ・イリノイ銀行を閉鎖して通常のペイオフによって処理した場合には深刻で全国規模の

　金融危機が招来される可能性があると指摘し，合わせて，全米で上位１１行の大規模銀行について同様

　の理由によっ て通常の破綻処理が適用できないという見解を明らかにした。この証言は，Ｔｏｏ－ｂｉｇ－ｔｏ
－

　ｆａｉ１原則という表現が巷間に流布するきっ かけとなった 。

４）１９８９年の預金保険制度改革（ＦＩＲＲＥＡ）は，破綻銀行処理に必要な預金保険基金の負担を軽減す

（７３３）
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　　るために「クロスギャランティー（ＣｒＯＳＳ－ｇｕａｒａｎｔｅｅＳ）」条項を取り入れた。これは，銀行持株会社が

　　支配する銀行子会社のいずれかが破綻し，その支援や整理のために預金保険基金からの支出が必要と

　　なった場合
，’

ＦＤＩＣは，同じ持株会社に所属する他の銀行子会社に対してその費用の拠出を求めるこ

　　とができるとするものである 。なお，ＦＤＩＣからこの条項にもとづいて破綻処理費用の拠出を求めら

　　れたメーン ・ナシ ョナル銀行は，この措置を，政府が公共の用途のために私有財産を正当な補償なし

　　に没収することを禁止している合衆国修正憲法第５条に違反するとして訴訟を開始した。この訴えを

　　受けた連邦請求裁判所は，原告側の主張を認め，ＦＤＩＣの措置を不当とする判決を下した。しかし ，

　　ＦＤＩＣの上告を受けた控訴裁判所は，請求裁判所の決定を覆し，ＦＤＩＣの主張を全面的に支持する判

　　決を下した（高田 ，１９９８）。

　５）ＳＦＲＣの共同議長を務めるＧ　Ｇ　Ｋａｕｆｍａｎ によれぱ，ＳＦＲＣは銀行業に知見を有する１２人の専門

　　家によって１９８５年に結成された。ＳＦＲＣの目的は，公共的利害を有する政策の立案と実施に，政府監

　　督機関とは別の独立的立場から提言を行い，影響を及ぼすために活動することである 。とはいえ，参

　　加者の顔ぶれや，これまでの提言の内容などから見て，ＳＦＲＣが新古典派（シカゴ学派）の経済理論

　　を共通の立脚地としていることは間違いないであろう 。ＳＦＲＣの活動資金を主として提供しているの

　　は，シカコのシンクタンク ・Ｍ１ｄ　Ａｍｅｒ１ｃａ　Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｅ　Ｆｏｒ　Ｐｕｂ１１ｃ　Ｐｏ１１ｃｙ　Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈであり ，ノースカ

　　 ロライナ大学，銀行行政研究所，その他もスポンサーとなっている 。ＳＦＲＣは四半期毎にワシントン

　　で会合をもち，その時々に重要と思われる問題を議論している 。また，それらの問題の中で具体的な

　　提言などをすべきであるとメンバーが判断した場合には，「ポリシー・ ステートメント」と呼ばれる

　　文書を作成して公表している（Ｋａｕｆｍａｎ１９９０）。

　６）早期是正措置の執行の基準となる銀行の自己資本比率は，「充実」（Ｔｉｅｒ１とＴｉｅ．２の合計のリス

　　ク資産に対する割合が１０％以上），「適正」（同８％以上），「未達」（同８％未満），「大幅未達」（同

　　６％未満），「危機的未達」（総資産に対するＴｉｅｒ１の比率が２％以下）の５段階に設定された。た

　　だし，Ｔｉｅ．１＝株主資本十永久優先株十連結子会社に対する少数株主持ち分，Ｔｉｅ．２＝期限付き優先

　　株十劣後債十貸倒れ準備金 。

　７）ただし，預金保険基金による救済ではないが，大規模銀行の経営再建のために連邦準備制度理事会

　　が積極的に介入したケースは知られている 。１９９０年代初頭，深刻な経営危機に陥ったアメリカ最大の

　　銀行持株会社 ・シティーコープは，監督機関の監視リストに挙げられた。同社は，１９９１年から９３年に

　　かけて２年半にわたり ，連邦準備制度理事会および通貨監督庁の厳しい監督下におかれた。この問 ，

　　同社内には監督機関から派遣された常置の監視団が置かれ，同社が監督機関の了承無しに重要な政策

　　的決定を行うことは禁じられた。同社の収益性を回復するために多くの事業部門が売却され，１１ ，０００

　　人の職員が解雇され，自己資本充実が図られた（Ｗゐ〃概ｏ〃 戸ｏ並，Ｍａｙ１６．１９９３）。

　８）　 これに対して，本文で後述するＴｏｏ
北ｉｇ－ｔｏ－ｆａｉ１原則をめぐる問題を別としても ，ＦＤＩＣＩＡに関して

　　もっと慎重な評価をする専門家もいる 。Ｗａ１１（１９９３）は，大規模銀行が倒産した場合に金融市場に

　　どのような影響を及ぼすかを評価する上で，巨額の店頭デリバティブ取引が引き起こす問題を予想す

　　るための情報が限られていることに懸念を表明している 。他方，Ｐｅｅｋ＆Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ（１９９６）は，早

　　期是正措置の基準になっている自己資本比率が銀行組織の健全性を示す尺度として正確ではないだけ

　　ではなく ，銀行組織における財務問題の発生に対してむしろ遅れて変化する性質があるために，早期

　　是正措置が時期を失する危険性があると警告している 。

　９）１９２７年のマクファデン法（ただし，３３年改正）は，銀行が白己の所属する州の外に支店を設置する

　　 ことを禁止していた。他方，１９５６年の銀行持株会社法は，その第３条（ｄ）項（いわゆるダグラス修正条

　　項）において，銀行持株会杜が自州以外で銀行子会社を設立 ・取得することを ，当該州が州法によっ

　　て明示的に承認している場合を除いて禁止していた。１９８０年代前半期に，北東部の諸州を中心に多く

　　の州が州外の銀行による自州銀行の買収を認める州法を制定するようになり ，銀行持株会社による州

　　際的な合併が次第に活発化した。１９９４年に成立したリーグル ・二一ル法は，上記のダグラス修正条項

　　を廃止して銀行持株会社が全米のいずれの州においても銀行子会社を取得することができるようにし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７３４）
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　　た。また，同法には，１９９７年６月をもってマクファデン法を廃止し，州外での銀行子会社の取得だけ

　　ではなく支店の設置や売買，すでに取得している銀行子会社の支店への転換などを可能にする条文が

　　盛り込まれていた。これによって，はじめて銀行組織が全米的な支店網を広げることが制度的に可能

　　になった（高田 ，１９９６）。

１０）１９９８年に発生した大手ヘッジファンド ・ＬＴＣＭの破綻は，巨額のデリバティブ取引に従事してい

　　る金融機関の破綻がもたらす危険性を浮き彫りにした。ＬＴＣＭは，アメリカ最大のヘッジファンド

　　の一つで，最盛期には１２００億ドルの資金を世界的な規模での投機活動に運用していたが，この他に ，

　　秘密帳簿で１兆ドルを超えるデリバティブ取引を行っていたことが判明している 。同年夏のロシア危

　　機を契機に，ＬＴＣＭは巨額の損失を被り ，資金繰りがつかなくなった。ＬＴＣＭを完全に破綻させた

　　場合には，大量の証券が投げ売りされ，これによって引き起こされる市場の混乱がＬＴＣＭに資金を

　　提供し，ＬＴＣＭと同様の投機活動を行っている大手金融機関に莫大な損失を発生させることが懸念

　　された。このために，ニューヨーク連銀の呼びかけで数カ国にまたがる主要取引先銀行１４社が合計３６

　　億ドルを出資してひとまずＬＴＣＭの倒産を回避し，時間をかけて資産の整理をすすめることを決定

　　した（高田 ，１９９９）。
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。
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